
 

 

 

 

 

 

 

 

 

★ 働き方改革関連法の内容をまとめましたのでご参考にしてください。 

項目 内容 施行 

残業時間の上限規制 

（罰則あり）  

 

６か月以下の懲役または 

３０万円以下の罰金 

残業時間の上限は、原則として月４５時間・年３６０時間とし 

臨時的な特別の事情がなければ超えるとはできません。 

臨時的な特別の事情があって労使合意する場合でも 

①年７２０時間以内  

②２～６ヶ月で平均８０時間以内（休日労働を含む）  

③繁忙期の上限は月１００時間未満  （休日労働を含む）   

大企業  

2019年 4月～

中小企業  

2020年 4月～ 

勤務間インターバル制度の

促進 

１日の終業と翌日の始業の間に一定時間以上の休息時間 

（インターバル）を確保する仕組み 
2019年４月～ 

年５日の年次有給休暇の 

取得の義務 

１０日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、 

会社側から年５日分の取得をさせる。 
2019年４月～ 

月６０時間超残業の割増率

引き上げ 

残業時間が６０時間を超えた場合に５０％の割増賃金率に 

ついて、中小企業に適用している猶予措置を撤廃する。 

（大企業は適用済み） 

中小企業 

2023年 4月～ 

フレックスタイム制の拡充 

労働時間の清算期間は現在１ヶ月ですが、労使協定を 

締結する事で、最長で３ヶ月にすることができる。 

（３ヶ月間で残業時間が調整可能になる。） 

2019年４月～ 

高度プロフェッショナル制度

の導入 

年収約１０７５万円以上の一部専門職を労働時間規制から 

除外 （導入には、一定の要件が必要） 

⇒ 高度プロフェッショナル制度の適用に係る同意の 

撤回について規定を創設 

2019年４月～ 

産業医の機能強化 

事業者から産業医への情報提供を充実、強化し、 

産業医の活動と衛生委員会との関係を強化。 

産業医等による健康相談を強化。 

事業者による健康情報の適正な取扱いを推進。 

2019年４月～ 

同一労働同一賃金の促進 

非正規社員と正社員の不合理な待遇格差を是正するための

関係法を整備 

(パートタイム労働法・労働契約法・労働者派遣法の改正) 

大企業 

2020年 4月～ 

中小企業 

2021年 4月～ 
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働き方改革関連法の詳細一覧（平成３０年６月２９日成立） 

業務内容  労働・社会保険の書類作成及び提出代行 給与計算サービス（月次・賞与・年末調整） 
労使間トラブルの相談  就業規則等の人事制度構築 年金相談（老齢・障害・遺族） 

 


